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2024 年 2 月 1 日 NO.79 
社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 

中野区ファミリー・サポート事業 

TEL 03-5380-0752 FAX 03-5380-6027 

WEB http://www.nakanoshakyo.com 
LINE登録をお願いします！！→ 

 立春を迎えましたが、みなさんお変わりなくお過ごしのことと思います。 

まだまだ寒さは続きますので、風邪など引かぬようどうぞ自愛ください。 

 ファミリー・サポート事業では、保護者ご自身のリフレッシュや家事などを集中してやりたいなど… 

次のような利用もできます。例えば… 

   お子さんを協力会員に預けて、コンサートや習い事に出かける。 

   平日、仕事に追われて家事もままならないので休日に作り置き料理をする間、  

協力会員に子どもの見守りをしてもらう。  

こんなことお願いできるかしら？と思ったらお気軽に、事務局へご相談の上、ご利用ください。 

 

 

自分が子育てをしていた頃と、今は色々と違うので知識を得たいと思った。 

一般援助でお子さんを預かっていますが、子どもの遊びや発達について深く知りたいと思って参加した。 

職場と自宅の往復で、地域を知る機会がなかった。地域で何かできることがあれば…と思って受講した。 

 

 

子どもの発達段階に応じた遊び方があることを学んだ。預かり時に活かしていきたい。 

一般援助活動に入っていたご家庭で、お子さんが風邪をひき、仕事を休めずに苦労されている姿を見て

きた。保護者が安心して仕事が続けられるような活動ができればと思っている。 

 

  

      「子どもの緊急時の対応について」 

     ～観察と対応のポイントと緊急時のシミュレーション～ 

利用会員が安心して子どもを預け、協力会員が安全に子育て支援活動ができるよう講座を 

開催しています。ご自身のご都合に合わせながら１講座から受講でき、全 10講座修了後には 

特別援助活動にも参加できます。 2023年度はのべ 87名が参加、 

3名が全講座を修了されました。皆さんに想いを伺いました。 
 

講師  小林美由紀氏 
      白梅学園大学副学長・小児科医 

中野区ファミリー・サポート事業 医療アドバイザー 

 

    日時 2024年３月１１日    １０時～１２時 

           詳しくは別紙チラシをご覧ください。   

受講しようと思われたきっかけを教えてください 

 
 
 
 

Q 

Q どんな活動をしていきたいですか 
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http://www.nakanoshakyo.com/
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会員登録数 (2023年１２月末日現在) 

(  )内は特別援助活動会員数 

利用会員 1,247人(75人) 

協力会員 174人(63人) 

両方会員 44人 

会員数合計       1,465人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めて利用申込みをするときのコツ 

利用日より２週間前
・ ・ ・ ・

をめどに事務局へ電話で申込みを 

してください。➊日時 ❷具体的な活動内容（送迎時は住所も）  

をお伺いします。 

 

３月分の活動報告書の提出〆切 

３月 30日   までに提出をお願いします 

                               

利用申し込み 

協力会員への打診 

事前打ち合わせ 

実活動 

2024年度 会員および会員証の更新について 
別紙「2024年 会員および会員証の更新について」をご覧の上、お手続きください。 

更新申請書の返送〆切は、2024年2月 29日   消印有効です。 

●住所変更・子どもの追加登録等ある場合は  電話
・ ・

で
・

ご連絡ください● 

会員の更新をした上で特別援助活動の登録をご希望される方は、下記についてご確認ください。 

 

土 みなさま 

木 

特別援助活動の登録について 

 

別紙「特別援助活動利用更新のお知らせ」が同封されています。 

更新書類を必ずご確認ください。 

再開をご希望される場合は、子どもの追加登録と年会費納入が必要です。 

 ●登録済み、産休・育休から復職される方で再開を希望の方  

❶事務局へ再開希望とお子さんの情報追加の連絡 

❷追加する子どもの事前打ち合わせ票の提出 

❸2024年度年会費の納入（4/1以降～4/30） 

 

  ●特別援助活動へ初めて登録を希望される方 （4月以降の利用） 

対象 就労世帯(保護者が産休・育児休暇中の登録・利用は不可) 

❶ホームページのダウンロード書式一覧の項目にある「⑫特別援助活動のしおり」の内容を確認し、印刷。 

❷事業の主旨・内容に同意の上、訪問の予約を取ってください。 

訪問予約の受付は ３月２２日   １０：００～   電話にて開始します。 

❸訪問（事前打ち合わせ）は、4月１日   以降の平日の日中になります。 

 

 

特別援助活動のしおり 

金 

月 

ご確認を‼ 

 

●現在、ご登録いただいている方  

特別援助は、利用相談受付時に 

「事前打ち合わせ票」を事務局へ 

提出済み
・ ・ ・ ・

であることが必要です。 

前もっての提出がない場合は 

利用できません。 

 

特別援助活動 

事前打ち合わせ票 

（兄弟分） 

利用会員 

協力会員 

活動の前に、利用前連絡を！ 

保険手続きをしますので利用日が決まったら、利用会員が事務局へ下記内容を連絡してください。 

➊利用会員番号・氏名 ❷日時 ❸活動内容 ❹子どもの人数 ❺協力会員番号・氏名  

開所時間外は留守番電話でも受付します。 

みなさま 


